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情報通信審議会 情報通信政策部会（第５０回）議事録 

 

１ 日時 平成２８年６月２０日(月) １３時３０分～１４時３０分 

 

２ 場所 総務省 第１特別会議室（８階） 

 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

須藤 修（部会長）、新美 育文（部会長代理）、浅沼 弘一、石戸 奈々子、 

近藤 則子、鈴木 陽一、竹村 詠美、谷川 史郎、知野 恵子、根本 香絵、 

野間 省伸、三尾 美枝子、森川 博之 （以上１３名） 

 

（２）臨時委員（敬称略） 

村井 純 （以上１名） 

 

（３）総務省 

（省幹部） 

   太田 直樹（総務大臣補佐官） 

（大臣官房） 

山田 真貴子（官房長） 

（情報通信国際戦略局） 

鈴木 茂樹（総務審議官）、谷脇 康彦（情報通信国際戦略局長）、 

武田 博之（総括審議官）、小笠原 陽一（情報通信政策課長） 

（情報流通行政局） 

今林 顯一（政策統括官）、吉田 眞人（官房審議官）、 

吉岡 てつを（官房審議官）、今川 拓郎（情報流通振興課長） 

豊嶋 基暢（情報通信作品振興課長） 

（総合通信基盤局） 

   富永 昌彦（総合通信基盤局長） 
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（４）事務局 

吉田 博史（情報通信国際戦略局参事官） 

 

４ 議 題 

「IoT／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方」について  

【平成 27年 9月 25 日付け諮問第 23 号】
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開  会 

 

○須藤部会長  それでは、定刻１３時３０分になりましたので、ただいまから情報通信

審議会第５０回情報通信政策部会を開催いたします。 

 本日は、委員１７名中１４名がご出席なさっておりますので、定足数を満たしており

ます。 

 初めに、当部会のメンバーとして新たに竹村委員が所属されましたので、一言ご挨拶

をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○竹村委員  初めまして。Ｐｅａｔｉｘ Ｉｎｃ.の竹村と申します。我々はクリエイテ

ィブな人たちをイベントとコミュニティーというキーワードで結びつけるプラットフォ

ームを現在２６カ国で展開させていただいております。まだ５年目のベンチャー企業で

はございますが、以前はアマゾンやディズニー、マッキンゼーといったような会社で、

２０年ほどＩＣＴに関わる仕事をやってまいりました。生活者とＩＴという視点からこ

の審議会に少しでも貢献できればと思いますので、皆様、ご指導、ご鞭撻のほどよろし

くお願いいたします。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 次に、先週、総務省幹部の皆様に人事異動がございました。事務局からご紹介いただ

けるとのことですので、よろしくお願いいたします。 

○吉田参事官  情報通信国際戦略局で事務局を担当することになりました吉田でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 総務省側幹部の異動がございましたのでご紹介させていただきます。こちらの列の奥、

皆様から見て左手からご紹介させていただきます。 

 吉岡官房審議官でございます。 

○吉岡官房審議官  吉岡でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○吉田参事官  富永総合通信基盤局長でございます。 

○富永総合通信基盤局長  富永でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○吉田参事官  山田官房長でございます。 

○山田官房長  山田でございます。よろしくお願いいたします。 

○吉田参事官  鈴木総務審議官でございます。 

○鈴木総務審議官  鈴木です。よろしくお願いします。 
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○吉田参事官  今林政策統括官です。 

○今林政策統括官  今林でございます。よろしくお願いいたします。 

○吉田参事官  谷脇情報通信国際戦略局長です。 

○谷脇情報通信国際戦略局長  谷脇でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○吉田参事官  武田総括審議官です。 

○武田総括審議官  武田でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○吉田参事官  以上でございます。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。 

 また、本日は太田大臣補佐官にご出席いただいておりますので一言ご挨拶をお願いい

たします。 

○太田大臣補佐官  皆様こんにちは。今日もお忙しいところ、ご参加いただきましてあ

りがとうございます。去年９月から検討してまいりましたＩｏＴ政策委員会の第２回の

取りまとめをこの後村井委員のほうからご報告いただきます。第１回のほうは年末に大

きな方針ということで取りまとめをさせていただきました。 

 話はちょっと飛びますが、ちょうど去年の今ごろ、先週退任された桜井元事務次官か

ら１９８５年から３０年間の規制緩和の歴史というＡ３、３枚の紙を、勉強のためにい

ただいたんですね。週末つらつらと見ていまして、いろんな政策がびしっと書いてある

んですけれども、今回の政策というのはどんな名前がつくのかなと考えていまして、ま

さか第４次産業革命みたいな陳腐な名前じゃないと思うんですが、おそらく候補として

は身近なＩｏＴサービスという名前がつくのかなと思っています。この後内容が出てき

ますけれども。 

 これまでの政策は、２００４年のユビキタスジャパンですとか、その後のスマート・

ユビキタス戦略とか、わりと技術ですとか供給者の視点だったんだと思います。考えて

みますと、そのころまだ日本は元気があって、私も見て、ああと思ったんですが、２０

０４年はまだ日本のＧＤＰは世界で１割以上、中国の２.５倍ぐらいの規模がありまし

て、今、中国の３分の１強ですけれども、その後急激に落ちていって、もう世界のＧＤ

Ｐで５％を切っています。最高だったのが９０年代中ごろで１７％ぐらいあったんです

が、やっぱり２０００年代はまだ日本も力があって、例えば、２０００年代初頭は液晶

テレビは世界一でしたし、素材も含めていろんな力があって、結果として技術主導、供

給者主導でやってきたんだろうと。 
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 ただ、残念ながら、あまり成果としては残ってないという反省会は、昨年村井先生に

も入っていただいてやった結果が今日のものになっております。ですので、できるだけ

利用者や生活者の視点ということでやっておりますので、ぜひ第２回の取りまとめをそ

の点からもう一段ご意見を賜れればと思います。 

 私自身は、成長戦略の中でもかなりしっかり入っておりますので、実行というところ

に関して非常に関心があります。 

 ２点申し上げたいんですが、１つは、テストベッドということで、ＮＩＣＴの法改正

も含めて整備をしております。非常にうれしい話は、テストベッドの第一弾というのを

１カ月かけて４月に公募したんですけれども、７０を超える応募がありました。これは

北は北海道から南は沖縄までさまざまな、いわゆる有名なＩＴベンダーではなくて、地

元のユーザー企業と組んだ自治体ですとか、もちろんＩＴベンダーも入っていますけれ

ども、そういったところから身近なサービスということで応募いただきました。これは

全部、すっと成功するとは限りませんけれども、ぜひこの部会でも、あれ、どうなった

のというのを気にかけていただいたり、お気に入りの実証実験というのを見つけていた

だいて、できれば見に行ってもいただきたいなと思っております。 

 おそらく国の役割としては、まだまだそういった中で、いろんなグレーゾーンがあり

ます。プライバシー、セキュリティーの話ですとか、農業のデータというのを使うには、

例えば気象庁の今の制度が関わってくるとか、あるいはドローンのセンサーで情報を集

めるには国交省のいろんな制度がひっかかるとか、そういった法制度のグレーゾーンに

関して、総務省の範囲を超えて汗をかくというのを、実証実験の主体のところと一緒に

やっていきたいなと思っています。 

 とはいえ、さっき委員会の場で越塚先生に言われて、なるほどと、はっと思ったんで

すが、これまでのＩＣＴ部門とちょっと違いますのは、ＩｏＴというのは生活に身近な

ところに入っていきますので、データがたまるのにあまり加速ができないんですね。例

えば医療であれば、高齢者の方にどういう成果があるのか、５年１０年かかると思いま

すし、農業であれば、年１回しかデータがとれないと。それに対して、今はしようがな

いんですけれども、今回のテストベッドも７月ぐらいに決まって、予算ですから、年度

でしか切れないので半年もできないんですね。そうすると、データをつくっていくとい

うところが非常にＩｏＴは大事になってきますので、やっぱり継続性というのを今後ど

ういうふうに実行を担保していくのかというのが我々としては宿題だなと思っておりま
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すが、テストベッドはそういうふうに動いております。それをぜひご注目いただければ

と思います。 

 もう１つ、今日の報告の中に、ちょっと踏み込んだ話として、ＩＴ人材の話がありま

す。今日も日経に載っていましたけれども、１００万人増やさなくちゃいけないと。今

１００万人なんですけれども、これは先ほどもＩｏＴ政策委員会の中で、非常に実践的

ないろんな意見をいただきましたけれども、以前、谷川委員からもご指摘があったと思

いますが、ＩＴ人材の最大のユーザーの一つは国なんだろうと思います。政府、中央と

地方を合わせると、おそらく年間１兆円ぐらい使っていると。しかしながら、やっぱり

ＩＴ人材はどうなんですかというのは非常に厳しい状況にありますので、これを政府が

１００万人と出したからには、地方も含めて、行政というのはＩＴ人材というのをどう

するんですかという話をまずやっていかなくちゃいけないなと意見をいただいて思いま

したし、そういったところもぜひ、皆様からいろいろ、ご意見をいただければと思いま

すし、やっぱりここの部分というのは相当、官民学合わせて投資をしていかなくちゃい

けないなと思っております。そういった内容が入っております。 

 今日もいろいろ貴重な意見をいただけると思いますので、それを実行に向けて、しっ

かり取り込んでいきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○須藤部会長  どうもありがとうございました。非常に具体的に、どこにウエートを置

くべきかというところまで踏み込んで発言していただきまして、ありがとうございます。 

 

議  題 

 

  「ＩｏＴ／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方」について【平成

２７年９月２５日付 諮問第２３号】 

 

○須藤部会長  それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めさせていただき

たいと思います。 

 本日の議題は、諮問第２３号「ＩｏＴ／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政

策の在り方」についてでございます。本日は、ＩｏＴ政策委員会からの報告書について

ご説明をいただきまして、それを答申案として了承してよいかどうかというご審議をい



 

7 

 

ただきたいと思います。 

 それではまず、ＩｏＴ政策委員会の主査でいらっしゃいます村井臨時委員より、委員

会からのご報告をお願いいたします。 

○村井臨時委員  臨時委員の村井でございます。 

 IoT政策委員会の議論を踏まえ、第二次中間報告書をとりまとめましたので、資料５

０－１－１概要にもとづいてご説明致します。資料５０－１－２に全体の報告書の案が

ございますけれども、本日は資料５０－１－１に沿って、主査である私のほうからご説

明を申し上げます。よろしくお願いします。 

 まず１枚めくって、２ページ目をごらんください。下から３段目、「ＷＨＡＴ？」と

いう項目を横に見ていただきますと、「データ利活用促進モデル」をはじめ、４項目の

柱を立てております。その下にそれぞれやるべきことということで、施策に対しての結

びつきがございまして、今回の報告に関しましては、これらの施策の内容を具体的に明

らかにしていくということでとりまとめました。 

 前回ご説明させていただいた際からの差分を中心にご説明させていただきたいと思い

ます。 

 それでは、３ページに進んでいただきまして、これが先ほど大臣補佐官のほうからも

ご説明のありましたＩｏＴの変化の意味ということです。昨年の中間答申にも明記して

ありますけれども、大変大きなインパクトが出てくるということをしっかりと認識する

ということが重要だと思います。 

 ３ページの中央の部分は、要するに大量のデータが収集され、流通していく中で、そ

れがビジネスの主役となり、産業構造や就業構造、そして、人材育成などに大転換が起

こっているということでございます。 

 ＩＣＴというのはコンピューター化でありましたけれども、ネットワークを前提とし

たデータを利活用する時代になったということでございます。そうしますと、それが複

数の分野を超越した、境界を越えたところでの協調的なイノベーションが生まれますの

で、それによって既存のサービス分野が質的に向上すること、それに加えまして、全く

新しいイノベーションを含んだ分野が生まれてくること、それに伴う人材の流動化や人

材の育成も必要になってくるということでございます。その下に取り組むべき課題がご

ざいますが、付加価値のためのルールをつくるだけではなく見直すということ、あるい

はデータの収集や流通のためのインフラや人材といった、サービスを支える環境を確保
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すること、それから、それが世界の中でつながっているということも境界を越えるとい

う意味によって生まれることでございますので、国際展開が重要だということがここに

記されております。これにより、イノベーションや既存産業の向上、そして、新しい産

業の新陳代謝というところが期待されるところでございます。 

 ４ページ目をごらんいただきまして、第一次中間答申を受けて行われた法改正により、

このテストベッド助成・サイバーセキュリティ演習が法に基づいて遂行できるようにな

りました。その下には、４つの取組の柱を左側に並べておりまして、それぞれ右側には

具体的な取組の内容が書いてあります。これらの文章は、６月２日に閣議決定された今

年の成長戦略をほぼ抜粋したものになっておりまして、本審議会の議論がおおむね政府

の方針に反映されたことがおわかりいただけるようになっております。 

 例えば、データ利活用促進モデルの１つ目の段落に、「通信・放送・農業・医療・都

市／住まいといった、生活に身近で地方創生につながる重点分野」という記載があるの

はそういった結びつきを意識している点でございます。 

 ３のネットワーク投資の促進ですけれども、これもソフトウェアベースのネットワー

ク、所謂ＳＤＮをはじめとする技術についてですが、そういった社会実装を進めるため

の取組ということで、その運用・管理、支える人材、それぞれの技術まわりの整備とい

うのが進んでおります。この技術やインフラの中身につきましては、ＩｏＴを前提にし

たネットワークの中では大変進化の激しい部分であり、このことをしっかりと捉えて、

推進・発展し、世界に貢献できることが重要だと本文のほうに記載しております。 

 そして、５ページ目を見ていただきますと、成長戦略に明記された取組について、誰

がいつ、何をするのかという点から、可能な限り具体化したものをアクションプランと

して整理をしております。重点分野のデータ利活用、それからソフトウェア対応、国際

標準化でございます。 

 ６ページ目から１０ページ目にかけては、各項目についての現状と方向性を詳細に書

いておりますが、まず６ページをごらんください。１つ目の柱であるデータ利活用モデ

ルの促進について、インターネットに接続されるＩｏＴの「Ｔ」は何なのか、そして、

どのような利活用モデルの実現が図られるのか、そのためのルールや制度面の課題は何

かということをそれぞれ三つ組で書いてあります。 

 ルール面のほうは、いわゆる規制ということもございますけれども、それぞれ新しい

分野ですので、１つは規制の担当省庁が変わるということもありますし、また、それぞ
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れに民間の中でできたルールや規制というようなものもたくさんございます。こういう

ものとのデータの関係、データを利活用した新しい社会づくりとの関係というのは大変

深いことが指摘されておりますので、このように具体的に、両方をあわせて整理をして

あるということでございます。 

 ７ページ以下はこうしたサービスを支えるインフラの構造です。ソフトウェアベース

でハードウェアを有効に使う最適化の構造になるかと思います。７ページにはこのソフ

トウェア対応のインフラ面、８ページには、これもたくさん議論がありましたけれども、

人材関連についてです。特にユーザー企業側に人材はいるのか、アウトソース、オフシ

ョアの人材をどのように使えばいいのかといったことについて、現在の課題と今後のあ

るべき姿が改めて議論されましたのでそれが記述してあります。 

 ９ページには教育関連のことが書かれておりまして、プログラミングを初等教育に入

れようということから始まって、より多くの年齢層の方がそれぞれの教育にきちんと触

れることができる、成長することができる体制をつくることが重要だとしています。 

 １０ページは国際標準化関連の施策を詳しく書いてありますけれども、これもクロー

ズドな標準ではなくてオープンな標準を、デジュール、デファクト、マーケット、こう

いった広い視点の中で必要なところを把握しながら、日本から世界に貢献できる、ある

いは発展できる体制をつくるべきだということで締めくくっておりますので、これも後

でご覧いただければと思います。 

 １１ページ目は、こうした施策で具体的にどのようなサービスが展開されるかという

イメージの図でございます。 

 というわけで、駆け足ではございましたけれども、第二次中間報告書の概要について

のご説明を申し上げました。本文もあわせてご審議いただければと思います。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。 

 それでは、ただいまのご説明に関しまして、皆様からのご意見、ご質問をお受けした

いと思います。ご自由にご発言いただければと思います。 

 挙手の上ご発言ください。いかがでしょうか。 

○浅沼委員  金属労協、電機連合の浅沼でございます。 

 内容について、思いを同じくするところでございますが、特に８ページ、ソフトウェ

ア対応の人材育成について、これまでも幾度もお願いを申し上げてきたわけであります

けれども、２０２５年には２倍にしないといけないということから考えると、相当な人
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材育成をしないといけないということだと思いますし、あらゆる施策を並行で進めてい

くということが必要なんだろうと思います。 

 中でも、既存のＩＣＴ人材のスキル転換ということについて言及いただいているのは非

常に心強いところでありますし、既にＩＣＴのスキルを持っている方を、今の最新のビ

ッグデータや、データ解析など、そういった分野にも活用すること、いわゆる高度なＩ

ＣＴ人材をつくるということかと思います。高度なＩＣＴ人材だけではなかなか１００

万人というわけにはいかないでしょうし、それを支える２番手の人材も当然必要になる

んじゃないかなと思います。 

 そういう意味でいいますと、ＩＣＴ人材にカウントされていないような技術者もまだ

まだたくさん企業の中にもいらっしゃると思いますし、第４次産業革命にあたり、産業

が変わっていく中で人の仕事は変わっていくんだと思います。技術者の中にもＩＣＴの

スキルをつけていただいて、ＩＣＴ技術者になれる人もたくさんいらっしゃると思いま

すので、ＩＣＴ技術者のスキル転換もさることながら、既存の、ＩＣＴから少し距離の

ある皆さんのスキル転換ということも頭に入れていただければと思います。 

 もちろん人材が流動化するということに対しては、働く現場からも、これはもうある

程度受け入れないといけないという認識はありますし、例えば、かつていらっしゃった

電話交換手は１人もいらっしゃらないですし、私はＯＳ技術者ですが、ＯＳ技術者もも

う会社に１人もいないという状況ですし、それは受け入れることはできると思いますの

で、仕事はなくなっても働く場はある、雇用の機会はあるということをぜひ意識して、

この施策を進めていただければと思います。 

○須藤部会長  どうも重要なご意見ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

   

○石戸委員  石戸でございます。 

 これまで指摘させていただいたことが反映されていて、丁寧に取りまとめ頂き、どうも

ありがとうございました。人材育成、データ利活用、インフラ整備は、ぜひ中長期的に

力を入れて取り組んでいただきたいと思いますが、それにあたり、複数省庁の連携が不

可欠ではないかなと思います。省庁横断で政府一体となって実行する体制の整備をぜひ

お願いしたいと思います。 

以上です。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。重要な点だと。 
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 じゃ、知野委員、お願いします。 

○知野委員  ありがとうございます。暮らしの場にも変化が出てくるということを書い

ていただいてわかりやすくなったと思います。ただ、ちょっと気になるのが、今後１０

年ということで、２０２５年を実現の年に置かれたのだと思うのですが、この２０２５

年というのは、社会保障関係では、は、２０２５年問題の年だと呼ばれています。団塊

の世代が後期高齢者になってしまうということで、社会保障費であるとか、社会構造に

いろいろ変化が出てくると予測されているためです。こちらの概要はいいのですけれど

も、本文を読ませていただくと、技術がこんなに進んできたという話がずっと続いて、

２０２５年問題ということに関してあまり記述がないように感じます。ます。これは章

立てとかそういうことではなく、例えば６ページとか７ページあたりで社会が変わって

いくとか、成長シナリオ、国家戦略、こういう時代をどのようにして築いていくのか、

そういうときにＩＣＴ、ＩｏＴが非常に役に立つ、いろんな意味で貢献するということ

をもう少し書き添えていただいたほうがより説得力を持つと思います。 以上です。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。非常に重要な点だと思います。２０２５

年で団塊の世代が全て後期高齢者になると。あとはポスト団塊の世代になるんですけれ

ども、医療費、介護費用等がべらぼうなものになっていくだろうということで、予防医

療が重要だということで、総務省でもほかのところで医療関係者をお集めになっていろ

いろ検討会を進められていると思います。そういうものもうまく長期方針に入れていた

だければと思います。 

 ありがとうございます。ほか。 

 はい、どうぞ。 

○鈴木委員  鈴木でございます。 

 ３点お話をしたいと思います。まずインフラをどうしていくかということを考えます。

５Ｇに見られますように、末端までのネットワークの物理的な帯域というのが大幅に拡

大しております。そこにさまざまなシングス、「Ｔ」が接続されるのがＩｏＴ。温度セ

ンサーのように、数百バイト、数キロバイトのデータでいいものもあれば、４Ｋ・８Ｋ

の映像データのように巨大なデータもございます。報告書の前段にもございますが、こ

ういったことによってＩｏＴの時代にはユーザーのニーズ、あるいはその場その場のニ

ーズ等によって、トラヒックの経路、容量というものが劇的に短期間に変化します。そ

れに対応できるのが、例えばSoftware Defined Network、ＳＤＮと呼ばれるような、ハ
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ードウェアを変えるのではなくてソフトウェア的にネットワークの機能を変えていく新

しいある種の仮想化技術だと思います。 

 このＳＤＮは、これはもう技術としては確立したものではあるんですけれども、これ

をいかに実装していくか、それが非常に重要だと思います。今回の報告にもＩｏＴを使

ったデータ利活用ということで、たくさんのモデルが提言されておりますけれども、で

は、それを支えるインフラストラクチャはどうでなければいけないのかというところ、

つまり、ＩｏＴ向けのネットワーク・インフラストラクチャをしっかり整備していく必

要があるだろうと感じます。 

 事業者のネットワークが、そういうＩｏＴ時代を支えるものに高度化するということ

を考えますと、さらにソフト化が進むことになりますので、これまでなかった人材の標

準化というのが非常に重要になってくるだろうということで、その２点についてもう少

しだけお話をさせてください。 

 その人材なんですが、これまでも毎回指摘してまいりましたけれども、やはり非常に

劇的に変化する時代、リカレント教育をしっかり行って食べられるようにしつけていく。

浅沼委員のお話にもありましたけれども、人間変われますので、しっかり教育を受ける

と。そういった教育の成果を資格化する。変わっていく技術はあっても、こういう的確

なリカレント教育のもとで使えるスキルを持っていますということを保証することによ

って、例えば、様々なライフイベントによって一旦仕事を離れなければならないことが

頻繁におきますが，そのような場合にもそのライフイベントが落ち着けばまた新たにＩ

ＣＴの最前線で活躍していけるということが非常に重要ではないかと思います。ネット

ワークがソフトウェア化していくということを考えますと、今でもソフトウェアの技術

者というのは少ないと思いますので、この辺をいかに的確な資格化をして、食べられる

資格として、リカレント教育とともに構築していくかというのが産学官協力してあたる

べき事項であるように思います。 

 長くなりましたが、最後にＩＴＵ部会長として、標準化のことについてもう一言だけ

お話をお許しください。 

 ＩＴＵと、いわゆる政府の標準化、デジュールと呼ばれますけれども、その審議でも

民間主導の、かつてデジュールに対応してデファクトと申しましたが、最近はフォーラ

ム標準と呼ぶことが多いようです。このフォーラム標準の影響が強くなっております。

インターネット機器やブラウザ、こういったソフトウェアについてもそうした傾向が非
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常に強くございます。ＩＴＵ部会としてもこういった傾向への対処というのは当然議論

してきております。ＩｏＴ時代にあってこうしたフォーラム標準への対応の重要性は増

していると思います。この資料にもございますように、韓国等各国が国を挙げてデジュ

ール、フォーラム双方の支援体制を強化しているということを考えますと、フォーラム

標準化への支援というのは非常に重要だと思いますし、強く賛成するものです。 

 そしてまた、今日の資料５０－１－２の４１ページ、図５－２にありますように、こ

れまでデジュール標準に非常に大きな中核的役割を果たしてきておりますＴＴＣの中に、

ＩｏＴ技術の核心機能を持たせるということは、確かに一法であると思います。この方

法も含めてさまざまな方法を試行錯誤して、日本の存在感、発展途上国への協力体制、

そういったものを引き続き、あるいはこれまで以上に維持、強化していくことが重要で

はないかなと思います。 

 以上でございます。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。 

 それでは、新美委員。 

○新美部会長代理  新美でございます。 

 皆様の指摘されたことに関連するんですが、人材育成が今後の喫緊の課題であるとい

うことは私も全く同感なんですが、問題は、今皆さんのご意見から伺うのは、供給者側

の視点に立った人材育成しか出てこないのが少し不満に思います。むしろ利用者、ユー

ザー側もスキルを持たないと十分なＩｏＴの利活用というのはできないんじゃないかと

思います。 

 ユーザーというのも段階がありまして、エンドユーザーから中間的なユーザー、さま

ざまな多様性があると思いますが、それぞれの局面において必要とされるスキルという

のは微妙に違ってくると思います。例えばルールづくりをどうするかなんていうことで

いいますと、法律家にルールをつくらせるときに、ＩｏＴがどうなっているかわからな

いままではルールもできないはずであります。そういう視点での人材育成というのをも

う少し考えていく必要があるんではないかと。 

 そうしますと、それがしっかりとターゲットとしてでき上がりますと、今、鈴木委員

がおっしゃられたように、人材の流動化というのもおのずと出てくるし、そうせざるを

得ないような状況になってくると思います。ですから、それぞれの局面での必要なスキ

ルというものをもう少しモデル化して、それぞれの中でどうやったら人材を育成できる
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のか、そういうことも考えていく必要があるんじゃないかと思います。 

 以上です。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。今、新美委員からおっしゃっていただい

た点に関連してですけれども、ＩＣＴ教育のところで、私も今、東京大学でハイアー・

エデュケーションと言っていますが、教育を高度化するためのセンター長をしています。

数年後にセンター入試から入試制度が変わりまして、考える力とか問題解決能力を問う

ような試験を行うということになっていますけれども、現在、高校でも中学でもそれを

教えられる人材が圧倒的に不足しています。教員の再教育等をしなければならなくなる

と思いますし、新しい世代の教員たちはそういうトレーニングを受けた人たちでなけれ

ばならなくなります。そういうためにＩＣＴをうまく使うという既存の知育じゃないと

ころを、文科省の今の方針をよくトレースして、そこにどうＩＣＴを突っ込むかという、

これは文科省よりも総務省のほうがよくご存じだと思いますので、うまくそういう政策

をつくっていただければと思います。 

 私のところでも、できるだけワークショップ方式の教育とか、あとディスカッション

とか協調教育、ＩＣＴを使って自宅で予習を徹底的にやっておいて、教室では討論とか

ワークショップで、そこから提案をさせていくというような教育を教育委員会と組んで

出前でやろうということで今動いていただいておりますけれども、これは文科省の言い

方ですと、高大接続――高校と大学を接続して教育を変えるということになるんですが、

そういうものにうまく乗っかれるような、あるいはそれをさらに加速するようなものを

つくっていただくとありがたいなと現場からは思いますので、お考えいただければと思

います。 

 ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

○近藤委員  老テク研究会の近藤です。 

 私たちはＩＣＴで何とかつらい介護を少しでも改善したいと頑張っていますが、今、

近藤は四国と横浜で遠距離介護中ですので、１１ページのヘルスケアのイラストは夢の

ようです。ぜひ実現していただきたいものだと思いました。ICTで介護支援を考える場

合に、お医者さんと高齢の患者さんの真ん中に私たちのように離れて暮らしている子供

を入れて考えていただきたいです。それが横浜であろうが、隣の町で住んでいようが、

同居していない介護家庭は多いです。夫婦２人世帯が多く、遠距離介護者はこれからま
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すます増えそうですので、医師と患者と離れて暮らす介護者をICTがつないでいる。そ

ういう絵にしていただけたら、次回はすごくリアルにＩＣＴの役割みたいなものが見え

てくると思います。 

 先日、ＩｏＴで介護支援しようという日本発で頑張っていらっしゃる若い技術者から

くわしくうかがう機会がありました。欧米では採用されているそうですが、なかなか日

本国内で普及が難しいそうです。その理由のひとつは、私も、地域で実感していますが、

介護福祉分野の方は、高齢者が多いせいかＩＣＴの活用に積極的でない人が多いです。

ICTリテラシー向上が必要です。先ほど新美先生がおっしゃったように、利用者側の教

育が本当に重要です。 特に、情報共有がケアの質を左右する在宅医療、介護福祉分野

の専門家への教育が必要です。患者がエクセルで介護保険のケアプランを提案したくて

も、「エクセルを使えないので受け取れません」と断られているのが現実です。医療福

祉関係者の専門家への教育というのも厚労省の方たちとご一緒にお手伝いできたらとい

いなと思います。太田補佐官がおっしゃったテストベッド、よろしければ私たちボラン

ティアがお手伝いに行きますので教えてください。よろしくお願いします。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。 

 ヘルスケア関係でイメージを皆さんに共有していただけるといいと思うのでお話しし

ておきますけれども、私、春にちょっと体を悪くして入院したんですが、問診のときに、

医師はスクリプトベースで結構データを入力していきます。だから、リテラシーは結構

高いなと思いました。単に日本語を入れているわけではないんです。プログラムに近い

ものを入れていきます。「みんなそれを習得したんですか」と言ったら、「そうですね、

ただ、最近反応が遅いんですよ」と。何でかというと、今、データエビデンスをもとに

医療をやっているからものすごい量のデータが病院の中で蓄積されていて、すぐに老朽

化するんです。ハードディスクが巨大化しちゃうんです。それを医療情報部の先生たち

に申し上げたら、「お恥ずかしいです、近くバージョンアップします」とおっしゃって

いましたけれども、そのぐらいものすごく加速度的に医療現場はデータに依存している、

データが重要になっている。私も入院中にずっと、データをいっぱいとられていて、そ

れによって適切な判断をする。裁量的なところも徐々になくなってきています。それは

結構信頼もしてきたなと思います。そういう現場で、医師の教育もかなり、看護師さん

も能力は高いと思いますので、ただ、カリキュラムにうまくそういうところを入れてい

かないといけないんだろうなと思いました。それから、患者側もデータをとられるのに
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慣れる教育はある程度しておいたほうがいいなと思いました。 

 以上です。どうもありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。じゃ、お願いいたします。 

○三尾委員  ありがとうございます。三尾です。 

 前回の審議会のときもデータの利活用についてお話をさせていただいて、今回５ペー

ジでアクションプランとしてさまざまな分野でデータの利活用のルールを確定するとい

うことで非常によかったなと思いました。 

 思いますに、データの数というものが今非常に高くなっておりまして、価値の源泉に

なっているということだと思うんですね。今まではデータの利活用を規制していたので、

とりあえず規制を外して十分な利活用を進めていきましょうといった段階なのかもしれ

ないんですけれども、取引現場では、データ自体の取引をどういうふうにやっていこう

かということが、今非常に注目事項となっていまして、データの価値をどのように見積

もって幾らで取引するのかということをどうするのかと、わりと相談に来られることが

多くなっています。 

 特にＡＩの場合は、データが源泉になりますのでデータ自体が非常に重要です。先ほ

どおっしゃっておられました医療情報も、治験情報といいますか、そういったもの自体

が価値を生むという時代になっておりまして、これからますますそういう事態が加速し

ていくと思うんです。ですので、利活用の方策というものを十分に検討した、さらにそ

の先にはデータ自体の価値、データ自体を取引する際にどういったルールづくりで、ど

のように考えていけばいいのかということについても考えていってもらいたいなと思い

ます。 

 以上です。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。三尾委員のご発言、非常に重要ですが、

これも総務省の別の検討会で結構入念に検討をやっておりますので、その一端を私、座

長をやっておりますので、そこら辺はうまく融合できるだろうと思います。ありがとう

ございます。 

 ほか、いかがでしょうか。じゃ、野間委員、お願いいたします。 

○野間委員  講談社の野間でございます。 

 私たちの立場からすると、ユーザー企業としての意見になるかと思うのですが、人材

育成の部分では、既にユーザー企業によるデータの取扱量が飛躍的に増加しています。



 

17 

 

ただ、我々としては、データを持ち過ぎていてどう使おうかとか逆に困っているぐらい

なんです。なぜ困っているかというと、やはりＩＣＴ人材の確保がユーザー企業では容

易ではないということなのです。その結果、外部委託等にするわけですが、そうすると

今度はコストアップにつながる。しかも今のところ、まだまだ優秀なところを活用しよ

うとすると非常に高いということで、コストの問題を考えると、やめてしまおうかと躊

躇してしまうようなことが今実際に起きていると思います。また、特に中小企業等では

活用しようなどと思ってもいないというところが多いのではないでしょうか。 

 そういった意味では、産業活性化とか、最終的に国力の強化というところにいきます

と、エンドユーザー、またユーザー企業というところで、人材を増やしていくというこ

とがそれにつながるのかもしれないけれども、どのようにしてコスト面を下げていくこ

とができるのか、が非常に重要なのではないかと思いました。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。コストの問題、極めて重要になろうと思

います。ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。お願いいたします。 

○竹村委員  Ｐｅａｔｉｘの竹村です。 

 野間さんのご発言に少し関連したところで、ユーザー企業のＩＴ人材の活用というと

ころなんですが、私も実際会社に、プログラムを全部社内でつくるというアマゾンみた

いな会社と、逆にほとんどベンダーさんに依頼するというディズニーみたいな会社、そ

してベンチャー企業ということで、いろんなところでソフトウェア開発のチャレンジに

側面したんですけれども、やはり内部でやると、うまくいくとコストというのは１０分

の１ぐらいに抑えられるというところもありますし、私の直近でいます会社ですと、オ

フショア人材というのも有機的に活用しておりますので、あまりコアでないタスクとい

うのは外出ししてしまうということで、コストを全体的に下げることというのはできる

んですね。 

 そうやって考えたときに、ＩＣＴ人材の育成が非常に大切になってくるかと思うんで

すけれども、必ずしも日本語ベースでＩＣＴの教育を全部するというよりは、グローバ

ルなオフショア人材も活用していくということでいうと、場合によっては、うまく英語

ベースでのＩＣＴ教育というものを使っていきながら、ＩＣＴといっても多岐の業務分

野がございますので、プロジェクトマネージをやっていくような上位レイヤーの人材に

関しては、最適なコスト配分で社内と社外、オフショアの体制を組めるような人材を３
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年ぐらいで、急ピッチで育てていくことというのは非常に大切かなと思います。 

 なので、もちろんこれからプログラムの具体案というのをいろいろ練られていくかと

思うんですけれども、やはり海外のローコストな人材をいかに活用していくかというと

ころも、具体的に策というものを考えていかれると、ユーザー企業でのＩＣＴ人材活用

というのも進んでいくのかなと思います。 

 あと、すいません、もう１点、若干分野が外れてくるんですけれども、１つ、ＩＣＴ

人材の育成で日本にとって非常にチャンスだなと思うのが、今かなりの人材が東京に集

中していると聞いているんですけれども、逆にＩｏＴ化で農業とか、地方の産業の大き

いものへＩｏＴを使うことで活性化していくというチャンスが非常に大きいと思うんで

すが、そこで課題になってくるのが、いかに地方での人材を育成していくかというとこ

ろにあると思いますので、そこに関しても、人材育成というポイントでは、東京に偏重

にならない、地方の、先ほどの委員会でも高専というお話もあったかと思うんですけれ

ども、地方の若者がそういった農業というか、漁業といった大切な産業にどんどん人が

向かうような流れというのを地方発でつくっていければ非常にいい流れになるのではな

いかと思いました。 

 以上です。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。プログラムの重要性、ありがとうござい

ます。 

 ほか、いかがでしょうか。根本委員、いかがですか。何かございますか。 

○根本委員  そうですね。皆さんやはり人材育成ということを非常に心配されているの

かなと思います。もちろん初等中等教育における取組というのは非常に大事だと思うん

ですけれども、彼らが大人になるころには、もう２０２５年になってしまっているわけ

ですよね。なので、やはり何が求められているのかというと、大人がいかに変わってい

くかということ。もちろん次の世代、子供たちが十分対応できるスキル、教育ベースを

受けてくるということは非常に大切なんですけれども、やはり早い変化に対応していく

ためには、大人がどれだけ早く新しいスキルを獲得して、産業間のミスマッチをみずか

ら解消していくのかというところが非常に大切だと思うんですね。 

 資格であるとか、任意資格、推奨資格などを検討していただく上で、例えば省庁の中

でもこういった資格がどのように活用されていくのかということをみずから考えていた

だきながら取り組んでいただくと、具体的にイメージとして、こういうものがどうやっ
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て社会の中で生きて変化を促進していくのかということが見えていくんではないかと思

います。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。資格制度についても検討の必要ありとい

うことだろうと思います。ありがとうございます。 

 それでは、大体委員の方々からはご発言いただき……、まだこれから当てようと思っ

ていたんですが、谷川委員と森川委員にご発言いただこうと思います。 

○谷川委員  委員会のメンバーとして一緒になってつくってきた中身なので、中身その

ものにコメントするというよりも、冒頭太田補佐官からも人材育成の議論をちょっとお

話しいただきましたけれども、私、地方のＩＴ業者の方をずっと回っていて、おもしろ

いというか一生懸命考えなきゃいけないなと思ったことに直面しています。それは、地

方でも何とかＩＴのエンジニアを集めるんですけれども、できのいい子は大体東京の会

社が目をつけて引き抜いちゃうんですと。結局地元でなかなか人材を確保できない。そ

の会社がいろいろ困った揚げ句にトライを始められたのは、障害を持たれている人たち

にプログラマーとして活躍していただこうと。それで、どうもできるだけ若いうちから

教育したほうがいいということで、実は小学生の段階から耳の聞こえない方ですとか、

自閉症の方々の教育をしながら将来プログラマーになってもらおうと。 

 実は日本の障害教育の現場を見ていますと、高校までは手厚くいろんな仕組みがある

んですけれども、そこから先、大学に入って社会へ出るといった途端に仕事がないとい

う現象が多くて、今回の身近なＩｏＴというのは、もう一個の身近さがあるとすると、

地方でも、今まで働く場所がなかった方々にチャンスが出てくる。多分そういうことが

できるのがＩＴの使い道の一つだとすれば、そこのところ、数的にはいろんな見方があ

りますけれども、１０万人ぐらいの方が出てくる可能性があって、今のところ、まだち

ゃんとハイライトが当たっていないところなので、総務省なり、文科省なり、経産省な

りで少しハイライトを当てていただくと、そういった人材の供給並びに地域の企業を多

少なりとも元気づけることができるんではないかと感じております。その辺、今回実行

をという中で、人材育成の幅を少し深めにいろいろご議論いただけたら幸いだなと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。地方から都市への人材の流出、そしてハ

ンディキャップを持たれている方々の積極的な活用等、極めて重要な点だと思います。 
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 森川委員、お願いいたします。 

○森川委員  ありがとうございます。ＩｏＴ政策委員会のほうでもお話しさせていただ

きましたので、本日２つほど違う点をお話しさせてください。 

 １点目は、やっぱりデジタル・トランスフォーメーションという言葉もありますが、

経営者層がどういう認識を持つのかというのがすごく重要かなと思っております。今現

在の課題をとにかくデジタルで解決していくということが重要ですので、将来のことよ

りも、今現在からすぐ動き出していっていただきたいと思っておりますので、そういっ

たところにぜひとも今回のようなアウトプットをリーチしていただきたいなと思ってい

るのが１点目です。 

 ２つ目は、先ほど太田補佐官が越塚先生の発言を踏まえて、データというのが非常に

長い時間かかるというのをお話しされましたが、データを集めるのは非常に長い時間が

かかるので、それはそれでしっかりとサポートしていただきたい。 

 すなわち、政策を長い時間継続してやっていただきたいなと思っていまして、例えば

アメリカだとＣＰＳというサイバーフィジカルシステムという言葉が出て、ＮＳＦが支

援し始めたのは２００６年ぐらいだったと思いますので、もう１０年継続して支援をし

ているわけです。インダストリー４.０も多分２０１１年ぐらいだったと思いますので、

もう５年以上支援をし続けていますので、そういった意味で、霞が関としてはできれば

長いスパンでじわじわと支援していただきたいなと思った次第です。 

 以上です。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。データを集めて集積させて、それを分析

して新たなアプリを開発する。それから、アプリもそれに基づいて動かせるというのは

重要になりますので、森川委員のおっしゃることは非常に重要だと思います。ありがと

うございます。 

 全ての委員のご発言をいただきました。最後にもう一回、村井委員からいろいろなご

意見を踏まえて発言いただきたいと思います。 

○村井臨時委員  委員の方から大変重要なご意見、しかも核心をついたお話をいただき

ました。ありがとうございます。そういったこと、全て大事かと思いますけれども、そ

の話を聞いた上で、今回の事の大きさといいますか、そういうところを非常に深く感じ

ておりまして、何人かの方にもご指摘いただきましたように、１つは、やはりデータが

流通していくということでの変化は全部の分野にまたがるということなんですね。 



 

21 

 

 それで、例えば内閣のＩＴ戦略にかかわりますと、ＩＴ戦略は主担当の大臣のセット

があって、これが大体ＩＴ戦略と関係がありそうな省庁の大臣を中心に動いていくとい

うことで、ＩＴ戦略本部は閣議と一緒ですので全ての大臣が入られるんですけれども、

それから、サイバーセキュリティの有識者会合というのもサイバーセキュリティに関連

する幾つかの大臣の方が中心になって出席をされて議論するということなわけですが、

さて、今回こういうことになりますと、出なくていい大臣は１人もいないという状況に

なってくるわけです。つまり全部の分野に関わると。このことを内閣から場を外してこ

こへ来ますと、そうすると総務省の施策で、そして全部の分野に関わるということで、

省庁横断をしてデジタルテクノロジーとデータでどうやって変わるのということのリー

ダーシップをとっていただかなきゃいけないんだと思うんです。このことは、地方がど

う活性化するかということに大変深く関わってまいりますので、そういう意味では総務

省の中の自治省としての役割の関係も含めて進めるところではないかと思いますし、そ

れから、これはデジタル技術、もう１つは、つまりボーダーを越えてデータが流通する

というモデルですので、その意味からいいますと、今度は国際関係の中で、日本の力が

どうやって貢献できて、あるいは日本のほかの産業が、つまり全ての産業が国際的な位

置づけをしてどうなるか、こういった視点も、このデジタルワールドの中できちんと考

えられるような体制や人材が必要になるわけです。従いまして、このこと自体が大変大

きな守備範囲を持っていると思います。 

 私、野間さんがここにいるということはすごいことだと思うんですけれども、出版で

すよね、出版と文字が電子化されて、これからメディアがどうなるか、漫画はどこへ出

ていくのか、こういったようなことは野間さんのご専門ですけれども、これから幾らで

も新しいことで課題が生まれてきて、それを連結して考えなきゃならない時代なんです。

そういう意味で、この審議会での議論というのは大変貴重なことになるかと思いました。 

 それで、人材はいろんな課題がありまして、皆さんご指摘していただいたとおりで、

私個人として、大学人として、あるいは教育者として捉えなきゃいけないこともあると

認識しておりますけれども、ぜひ皆さんにわかっていただきたいのは、日本の人材が遅

れているということだけではないと思います。グーグルもマイクロソフトもインテルも、

非常に優秀な人材は森川先生の卒業生であったり、越塚先生の卒業生であったり、そう

いう方が大体頭をとっているところがすごく多いんですよ。そうすると問題は、森川研

を出ると、一番いいやつは海外の、アメリカの企業に行ってしまうというところにも原
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因があるわけで、あえて自分の名前は出しませんでしたけれども、そういうところにも

責任があるという全体像も考えながら、人材の問題も考えなきゃいけないかと思いまし

た。本当にいろいろな、熱心なご指導ありがとうございました。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。大体ここら辺で意見交換を終わらせてい

ただこうと思います。皆様、ご発言になったと思います。どうしてもこれだけは言って

おきたいというのがあれば、追加でご発言は結構ですが、ありますか、よろしいでしょ

うか。 

 それでは、本日皆様からいただいたいろいろなご意見がございましたけれども、大き

な修正点はないと判断いたします。一部の事項、特に今日多くの委員から人材育成につ

いてさまざまな角度からご発言いただきました。さらに検討を進めていく必要があるか

と思います。ここら辺はまだ、このＩｏＴ政策委員会は続きますので、引き続きご検討

をお願いしたいと思います。 

 本報告につきましては、今日いただいた意見でもし修正が必要であると私と事務局の

ほうで判断すれば、若干の字句訂正はいたしますけれども、趣旨についてはこの方向で、

今日ご報告いただいた形で、７月７日木曜日に開催予定の情報通信審議会総会において

第二次中間答申案として提案させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございます。それでは、全委員からお認めいただいたということで、

これを第二次中間答申案として提案させていただきます。 

 それでは、本日の第二次中間答申案を踏まえまして、ＩｏＴ政策委員会においては、

今後も精力的にご検討を進めていただきたいと思います。村井臨時委員におかれまして

は、引き続き主査をお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。 

 

閉  会 

 

○須藤部会長  以上で本日の議題は終了いたしました。事務局から何かございますでし

ょうか。 

○吉田参事官  特にございません。 

○須藤部会長  どうもありがとうございます。それでは、本日の会議を終了させていた

だきます。どうもありがとうございました。 


